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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第６５号

令和３年１０月６日付けで欠員が生じたことに伴い執行する群馬県議会議員補欠選挙（高崎市選挙区）について、

本委員会で定めた事項は、次のとおりである。

令和３年１０月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 選挙の期日 令和３年１０月３１日

２ 選挙すべき議員数 ２人

３ 選挙長及び同職務代理者

選 挙 長 職 務 代 理 者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

高崎市倉渕町権田２６６１番地６ 牧野 耕一郎 高崎市南新波町７０９番地 曽根 光広

備考：選挙長の事務は、高崎市役所本庁舎の事務室で行う。

４ 候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額 ６，７６０，３００円

５ 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示できる日 令和３年１０月２２日

６ 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所

日時 令和３年１０月２２日 午後６時

場所 高崎市役所本庁舎３階第３１会議室

７ 開票事務と選挙会事務との合同 開票事務は、選挙会の事務に併せて行わない。

８ 選挙会の日時及び場所

日時 令和３年１１月２日 午前１０時３０分

場所 高崎市役所本庁舎１４階第１４１会議室

◎群馬県選挙管理委員会告示第６６号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８条第２項の規定により、令和３年１０月３１日執行群馬県議会

議員補欠選挙（高崎市選挙区）に関し、市町村の区域を分けて次のように開票区を設ける。

令和３年１０月２２日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

市町村名 開票区 開票区の区域

高崎市 高崎市第１ 第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、第８、第９、第１０、第１１、第
開票区 １２、第１３、第１４、第１５、第１６、第１７、第１８、第１９、第２０、第

２１、第２２、第２３、第２４、第２５、第２６、第２７、第２８、第２９、第
３０、第３１、第３２、第３３、第３４、第３５、第３６、第３７、第３８、第
３９、第４０、第４１、第４２、第４３、第４４、第４５、第４６、第４７、第
４８、第４９、第５０、第５１、第５２、第５３、第５４、第５５、第５６、第
５７、第５８、第５９、第６０、第６１、第８７、第８８、第８９、第１００、
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第１０１、第１０２、第１０３、第１０４、第１０５、第１０６、第１０７、第
１０８投票区の区域に同じ。

高崎市第２ 第６２、第６３、第６４、第６５、第６６、第６７、第６８、第６９、第７０、
開票区 第７１、第７２、第７３、第７４、第７５、第７６、第７７、第７８、第７９、

第８０、第８１、第８２、第８３、第８４、第８５、第８６、第９０、第９１、
第９２、第９３、第９４、第９５、第９６、第９７、第９８、第９９投票区の区
域に同じ。
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